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令和２年４月２２日 

政 策 経 営 部 

政 策 企 画 課 

経営改革・官民連携担当課 

財 政 課 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う区の緊急対応について 

 

１ 主旨 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、国は４月７日に緊急事態宣言を発令し、東京

都においても、４月１０日には緊急事態措置による徹底した外出自粛の要請や施設の休止

要請が出された。すでに、国内外の経済へ大きな影響が生じており、感染症拡大の終息が

見えない中、更なる経済の下押しリスクが懸念されている。 

 こうした先行きの見えない状況の中、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐとともに、

区内の事業活動や区民生活を守り抜くために、国や東京都の補正予算等を最大限活用し、

区としての緊急対策を実施するとともに、徹底した事務事業の見直しを図り必要な財源の

確保に努めていく。 

 

２ 区の現状 

区内の感染者数は、４月１日時点の 60 人（退院者 9 人を含む）から、２１日時点では

288人（退院者 45人を含む）と３週間で約５倍となり、都内でも最大の感染者数となって

いる。また、４月に受付を開始した、新型コロナウイルス感染症対策緊急融資等は、開始

から半月で融資あっせん件数が約 700 件、予約申込み者数が約 2,400 人（現在は郵送と金

融機関代行に受付方法を変更）と、リーマンショック時（開始 22か月で約 2,500人）を上

回るペースとなるなど、区の現状は大変厳しい状況にある。 

 

３ 区財政の見通し 

企業収益の悪化、個人所得の減少に加え、厳しい状況に置かれている納税者に対し、税

制上の様々な措置が行われることで、区の歳入の根幹を成す特別区税・特別区交付金の大

幅な減収は避けられず、その影響はリーマンショック時を大幅に上回る規模が想定され、

さらに新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化すれば、かつて経験したことのない

財源不足に陥る可能性がある。 

現時点では、今後の影響について不透明であり、令和３年度予算編成に向けた財政フレ

ームを策定する８月を目途に今後の財政見通しを示すこととする。 

 

４ 区の緊急対策について 

（１）区の緊急対策 

感染拡大を防ぐとともに、区内の事業活動や区民生活を守り抜くために、区の現状や、

国や東京都で発表している緊急経済対策等を踏まえ、すでに実施している対策に続き、

以下の３つを柱とする緊急対策を実施する。 
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① 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ対策 

② 区民の生活と事業活動を支える対策 

③ 子どもの育ちと学びを支える対策 

なお、対策にあたっては、早急に取組みを実施するもの、６月以降順次取組みを進め

るものに整理し、国や都における補正予算等を最大限活用して、時期を逸することなく

実施していく。 

（２）予算措置の考え方 

国や都の緊急対策等に加え、区独自の対策等について、可及的速やかに対応するため、

令和２年度補正予算での対応を基本に、必要に応じて予備費の充用、当初予算による一

時的対応等、区民生活に支障が無いよう迅速な対応を行う。 

（３）対策を迅速に実施するための組織体制強化 

  世田谷保健所及び経済産業部の体制について、強化を図っている。今後も、全庁を挙

げた応援に加えて、外部の専門人材の支援を受け、対策を迅速に実施できる体制を築く。 

※ 現段階での区の緊急対策については別紙１のとおり。また、組織体制の強化については、

別紙２のとおり。 

 

５ 事務事業等の緊急見直しについて 

特別区交付金や特別区税等の大幅な減収は、令和２年度はもとより令和３年度以降にも

大きな影響を及ぼすものと見込まれる。上記４（１）に掲げる緊急対策を的確に実施しな

がら、今後の行政運営に必要な財源を確保するため、以下のとおり事務事業等の緊急見直

しを行う。具体的な緊急見直し案については、５月中を目途に議会に報告する。 

（１）各部における事務事業等の見直し 

各部において、区民生活への影響や緊急性等の観点から検証を行い、必要不可欠な

場合を除き、事業の拡充は行わないことに加え、休止、先送り、事業規模の縮小等の

見直しを図る。 

東京 2020大会関連事業については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点も含め、

一部事業の中止（次年度に実施も含む）又は事業内容の見直しを行う。 

（２）公共施設の整備スケジュールの見直し 

学校の耐震改修等、安全性・緊急性の観点から必要不可欠な整備は計画どおり実施

する。 

当面、令和３年度以降の大幅な減収に備え、大規模な改築・改修について、別紙３

のとおり、先送りする。 

その他の整備については、後年度の財政負担への影響も見据え、公共施設等総合管

理計画の見直しと合わせて、総合的に判断する。 

（３）道路・公園用地取得、整備について 

 国庫補助金等の内示を受けている事業や、台風１９号の浸水被害を踏まえた水防対

策などの安全性・緊急性の観点から必要不可欠な事業については、計画どおり実施す

る。 

 その他の用地取得等については、地権者との調整が可能なものは、先送りすること

とし、整備については、今後の国の経済対策の動向や雇用の情勢なども踏まえ、総合
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的に判断する。 

（４）外郭団体について 

 区の事務事業等の見直しと同様、区民生活への影響や緊急性等の観点から検証を行

い、必要不可欠な場合を除き、事業の拡充は行わないことに加え、休止、先送り、事

業規模の縮小等の見直しを図る。また、令和３年度以降に向けて、今後の区の支援の

あり方について見直しを進める。 

   

６ 当面のスケジュール（想定） 

 令和２年４月下旬 国・都の補正予算案議決（見込み） 

５月   第１回臨時議会（緊急対策関連の補正予算案の提案）※必要な場合 

     具体的な事務事業の緊急見直し案を議会報告 

     ６月   第２回定例会（緊急対策関連の補正予算案の提案） 

     ８月   区の中期財政見通し（時点修正） 

     ９月   第３回定例会（緊急対策関連の補正予算案の提案） 

 

 



１．これまでの主な取組み

(1)感染拡大を防ぐ対策

項　目 概　要 所管部

区立小中学校休業 文部科学省及び東京都からの要請を踏まえ3/2から休業。そ
の後、都内・区内における感染の拡大、国による緊急事態
宣言及び東京都による緊急事態措置を受け、さらなる新型
コロナウイルス感染拡大防止を徹底するため5/1まで休業
（3/2～5/1）

教育委員会

区主催イベントの延期・中
止

国による緊急事態宣言及び東京都による緊急事態措置後の
区主催イベントについて、延期または中止を継続（～
5/31） 各部

区民利用施設等の利用休止 国による緊急事態宣言及び東京都による緊急事態措置を受
け、今後、さらなる新型コロナウイルス感染拡大防止を徹
底するため、区民利用施設等の利用を休止（～5/31）

各部

窓口等業務の継続 国による緊急事態宣言及び東京都による緊急事態措置を踏
まえ、さらなる窓口混雑緩和の取組みを実施し、業務を継
続する
・申請期限の延長
・郵送・電子申請、電話相談の促進
・施設外待機の促し・空きスペース等の活用
・規模の縮小　等

各部

窓口職場等を対象とした区
職員等へのマスク配布

区民と接する機会の多い職場等を中心に職員にマスクを着
用させ、職員から区民への飛沫感染リスクの軽減を図る
（区備蓄分75万枚を順次配布）

総務部

世田谷区内で確認された感
染者数の公表

感染爆発の危機を回避し、長期的な取り組みに備える必要
性から区内の感染者数を公表（4/1～） 政策経営部

新ＢＯＰ（学童クラブ・Ｂ
ＯＰ）の休止

学童クラブについては、医療、交通、金融、社会福祉等の
社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているな
ど、仕事を休むことが困難な場合は利用可能とする。ま
た、保護者に対し可能な限り、利用を控えるよう依頼（4/6
～5/6）

子ども・若者部
教育委員会

保育施設等の登園自粛要請
保育施設等の休園及び応急
保育の実施

就業先の休業等により自宅での保育が可能な方及び今後就
業先との調整がつき仕事を休める方に対し、園児の登園に
ついて自粛を要請（4/13～）
4/20～5/6　休園及び応急保育の実施

保育部
教育委員会

緊急事態宣言を受けた区職
員の業務態勢等

職場の分散（一定割合について会議室等で執務）・在宅勤
務・勤務日の変更等により、職員の密閉、密集、密接（３
密）を防止（4/13～当面の間）

政策経営部
総務部

(2)区民生活と事業活動を支える対策

項　目 概　要 所管部

臨時労働電話相談 社会保険労務士による電話相談
3/11～当面の間
※開設日は土・日・祝日を除く平日

経済産業部

緊急特別融資の受付期間延
長

融資額上限300万円
本人負担利率　0.3％（3月貸付分）
　　　　　　　※後日、実質０％となるよう調整
信用保証料　区負担（　〃　）
※受付期限　当初2/28→3/31まで延長

経済産業部

新型コロナウイルス感染症
対策緊急融資

融資額上限500万円
本人負担利率　０％（利子を区負担）
信用保証料　区負担
※あっせん受付期間 4/1～9/30
※4/17～窓口での対面業務を中止し、郵送での申請または
金融機関による代行申請に切り替え

経済産業部

別紙１
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項　目 概　要 所管部

緊急小口資金等の特例貸付
（社協事業）

・緊急小口資金
　新型コロナウイルス感染症の影響で減収のあった方で一
時的に資金が必要な方　上限20万円
・総合支援資金
　新型コロナウイルス感染症の影響で減収のあった方で生
活の立て直しが必要な方　2人世帯で上限月20万円×3ヶ月
　※4/23より郵送受付を開始

保健福祉政策部

住居確保給付金 離職により経済的に困窮し、住居（賃貸）を喪失するおそ
れがある方等に、就労支援とともに３ヶ月の家賃助成を行
う。
4/20より対象を拡げ、休業等により収入が減少し、離職等
と同程度の状況にある方も給付対象

保健福祉政策部

認可保育園における保育料
等の減免

保護者の自発的な判断により園児が欠席した場合や休園し
た場合、欠席日数に応じて保育料、延長保育料、副食費を
減免 保育部

認可外保育施設等の保育料
の減額に伴う補助

認可保育施設の定期利用保育、認証保育所、保育室、保育
ママ、認可外保育施設において、園児の欠席や休園に応じ
た保育料の補助

保育部

(3)子どもの育ちと学びを支える対策

項　目 概　要 所管部

学校給食休止による食材費
の公費負担

区立小中学校の臨時休校に伴う給食食材料等の発注分につ
いて区で負担（3/2～3/4、3/16分） 教育委員会

子どもへの食の支援（学校
休業中の弁当配達）

3月の学校休業期間中に緊急的なお弁当の配達を実施。
春休み以降、新型コロナウイルスの影響により、生活困難
な状況にある家庭等に対し、子ども配食事業を広く周知
し、子ども家庭支援センターにおいて事業の活用を図り必
要な支援を実施

子ども・若者部

学校休業中のＩＣＴを活用
した学習支援

・各学校のＨＰに教材や学習ポイントをアップ
・「まなびチャンネル」（YouTube）を活用した授業等の配
信
・e-ラーニング（ドリルパーク）の活用

教育委員会

２．今後早急に取組むこと

項　目 概　要 所管部

学校休業中のＩＣＴを活用
した学習支援

学校臨時休業期間の長期化に鑑み、子どもの自宅学習を支
援するため、通信機器を保有していない家庭に、タブレッ
ト型情報端末等を臨時貸与
対象　区立小5・6、区立中1、区立中2・3で昨年度在籍して
いない生徒
貸与　タブレット型情報端末及びモバイルWi-Fiルーター
台数　1,000台
期間　5月上旬から当分の間

教育委員会

国保・後期高齢者医療制度
における傷病手当金支給

対象者：被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染
した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
支給要件：労務に服することができなくなった日から起算
して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額：直近3ヶ月の給与収入の合計額を就労日数で除した
金額×2/3×日数

保健福祉政策部

区におけるＰＣＲ検査体制
強化

世田谷保健所に加え、世田谷区医師会及び玉川医師会（調
整中）の協力を得て、検査待ちの疑い例に対し、ＰＣＲ検
査に必要な検体採取を実施

保健福祉政策部
世田谷保健所

※現在、国において検討されている（仮称）特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金について
は、国における補正予算等の動向を踏まえ、詳細が示され次第、組織体制等も含め早急に対応する。
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組織体制強化

項　目 概　要 所管部

世田谷区新型コロナウイ
ルス感染症対策本部の設
置

新型インフルエンザ等特別措置法の改正により、3月26日に
国は政府対策本部を立ち上げ、同日都も特別措置法に基づ
く対策本部に位置づけ
これを受け、区も同日付けで「世田谷区健康危機管理対策
本部」から「新型コロナウイルス感染症対策本部」へ移行
（設置）

総務部

世田谷保健所
　相談・防疫体制強化

帰国者・接触者電話相談センターの電話回線を３回線から
６回線に強化
世田谷保健所で新型コロナウイルス感染症にかかわる全職
員（健康企画課・健康推進課・感染症対策課・生活保健
課）（47人）に加え、総合支所配置の保健師（14人）、庁
内事務職の応援（2人）、看護師等有資格者の会計年度任用
（1日あたり1人従事、延べ8人）、東京都派遣職員（2
人）、公衆衛生学会の支援による大学有資格者（1日あたり
4人、延べ17人）により、相談・防疫業務に従事（1日あた
り70 人、延べ90人）

世田谷保健所

経済産業部（世田谷区産
業振興公社）
　事業資金貸付体制強化

４月１日より開始した予約制による対面受付を、１７日よ
り郵送申請と金融機関による代行申請に変更
申込書類の審査手続き等を、世田谷区産業振興公社、経済
産業部のほか、他部、区内金融機関による応援体制を２
チームに分け、１日あたり概ね50人規模で実施

経済産業部

別紙２
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公共施設の整備スケジュールの見直し

概　要 所管部

一部公共施設整備の
先送り

・弦巻中学校改築
　２年延期
　　令和２年度（基本設計）～７年度（工事完了）
　　→令和４年度～９年度
・梅丘図書館改築
　３年延期
　　令和２年度（着工）～４年度（工事完了）
　　→令和５年度～７年度
・上用賀公園施設整備検討
　１年延期
　　令和２年度（基本計画策定、PFI等手法導入可能性調査）
　　→令和３年度
　　※工期については調整中
・世田谷ものづくり学校改修工事
　１年延期
　　令和３年度（改修工事）
　　→令和４年度

教育総務部
生涯学習部
スポーツ推進部
みどり３３推進担当部
経済産業部

項　目

別紙３
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